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五
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等
退
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当
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三
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退
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第
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金
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第
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章
　
国
及
び
都
道
府
県
の
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助
（
第
十
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第
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第
六
章
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則
（
第
二
十
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第
二
十
九
条
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附
則

第
一
章
　
総
則

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
及
び
特
定
介
護
保
険
施
設
等
を
経
営
す
る
社
会
福

祉
法
人
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
職
員
及
び

特
定
介
護
保
険
施
設
等
の
職
員
に
つ
い
て
退
職
手
当
共
済
制
度
を
確
立
し
、
も
つ
て
社
会
福
祉
事
業
の
振
興
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

一
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設

二
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た

乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設

三
　
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
の
認
可
を
受
け
た
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

四
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
養

護
老
人
ホ
ー
ム

五
　
そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

一
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
及
び
小
規

模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

二
　
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困

窮
者
就
労
訓
練
事
業

三
　
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
事
業

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
の
う
ち
、
経
営
者
が
退

職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
に
当
た
り
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
申
し
出

た
も
の
又
は
共
済
契
約
者
が
機
構
に
申
し
出
た
も
の
（
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
承
諾
し
た
も

の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

一
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
障
害
児
通
所
支
援
事
業

二
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
障
害
児
入
所
施
設

三
　
老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
老
人
居
宅
介
護
等

事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

四
　
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

五
　
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

六
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
、
行
動
援
護
、

療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
就
労
定
着
支
援
、
自
立
生
活
援
助

又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
及
び
移
動
支
援
事
業

七
　
そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
施
設
又
は
事
業
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
申
出
施
設
等
」
と
は
、
共
済
契
約
者
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事

業
及
び
特
定
介
護
保
険
施
設
等
以
外
の
施
設
又
は
事
業
の
う
ち
当
該
共
済
契
約
者
が
機
構
に
申
し
出
た
も
の
で
あ

つ
て
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
承
諾
し
た
も
の
を
い
う
。

５
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
者
」
と
は
、
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
又
は
特
定
介
護
保
険
施
設
等

を
経
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。

６
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
」
と
は
、
経
営
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る

社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年

未
満
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
（
そ
の
者
が
一
年
以
上
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。

次
項
た
だ
し
書
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。

７
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
」
と
は
、
経
営
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営

す
る
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
又
は
特
定
介
護
保
険
施
設
等
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す

る
者
で
あ
つ
て
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ

る
者
を
除
く
。

８
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
申
出
施
設
等
職
員
」
と
は
、
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る

社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
（
以
下
「
共
済
契
約
対
象
施

設
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
で
あ
つ
て
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
又
は
特
定
介

護
保
険
施
設
等
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。

９
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
退
職
手
当
共
済
契
約
」
と
は
、
経
営
者
が
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
機
構

に
掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
を
約
し
、
機
構
が
、
そ
の
経
営
者
の
使
用
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
、
特
定
介
護
保

険
施
設
等
職
員
及
び
申
出
施
設
等
職
員
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
退
職
手
当
金
を
支
給
す

る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。

10
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
共
済
契
約
者
」
と
は
、
退
職
手
当
共
済
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
経
営
者
を
い
う
。

11
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
被
共
済
職
員
」
と
は
、
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
、
特
定
介

護
保
険
施
設
等
職
員
及
び
申
出
施
設
等
職
員
を
い
う
。

12
　
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
変
更
前
の
経
営
者
が

そ
の
変
更
時
ま
で
退
職
手
当
共
済
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
か
つ
、
変
更
後
の
経
営
者
が
そ
の
変
更
時
か
ら
退
職

手
当
共
済
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
変
更
前
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
で
引
き
続
き
変
更
後
の
経
営
者
に

係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
も
の
は
、
変
更
前
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
時
か
ら
引
き
続
き
変
更

後
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

13
　
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
で
あ
る
施
設
又
は
事
業
の
経
営
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
お
い

て
、
変
更
前
の
経
営
者
が
そ
の
変
更
時
ま
で
退
職
手
当
共
済
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
か
つ
、
変
更
後
の
経
営
者

が
そ
の
変
更
時
に
当
該
施
設
又
は
事
業
に
つ
い
て
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
と
き
は
、
変

更
前
の
経
営
者
に
係
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
又
は
申
出
施
設
等
職
員
で
引
き
続
き
変
更
後
の
経
営
者
に
係

る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
も
の
は
、
変
更
前
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
時
か
ら
引
き
続
き
変
更
後

の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
章
　
退
職
手
当
共
済
契
約

（
契
約
の
締
結
）

第
三
条
　
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
退
職
手
当
共
済
契
約
の
締
結
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
契
約
の
申
込
者
が
第
六
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
さ
れ
、

そ
の
解
除
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

二
　
契
約
の
申
込
者
が
共
済
契
約
者
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
き
、
納
付

期
限
を
超
え
て
ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
掛
金
（
割
増
金
を
含
む
。
）
が
あ
る
と
き
。

1



三
　
契
約
の
申
込
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
又
は
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
に
つ
き
、
中

小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
金
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ

て
い
る
と
き
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

（
契
約
の
成
立
）

第
四
条
　
退
職
手
当
共
済
契
約
は
、
機
構
が
契
約
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
の
日
に
お
い
て
成

立
し
た
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

２
　
退
職
手
当
共
済
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
共
済
契
約
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
被
共
済
職
員
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
出
の
承
諾
等
）

第
四
条
の
二
　
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
に
係
る
共
済

契
約
者
の
申
出
を
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
出
を
し
た
共
済
契
約
者
に
つ
き
、
納
付
期
限
を
超
え
て
ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
掛
金
（
割
増
金
を

含
む
。
）
が
あ
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

２
　
機
構
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設

等
は
、
当
該
申
出
の
あ
つ
た
日
に
お
い
て
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
機
構
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
は
、
共
済
契
約
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
被
共
済
職
員

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
共
済
職
員
等
の
受
益
）

第
五
条
　
被
共
済
職
員
及
び
そ
の
遺
族
は
、
当
然
退
職
手
当
共
済
契
約
の
利
益
を
受
け
る
。

（
契
約
の
解
除
）

第
六
条
　
機
構
又
は
共
済
契
約
者
は
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
退
職
手
当
共
済
契

約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
共
済
契
約
者
が
、
経
営
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
共
済
契
約
者
が
、
納
付
期
限
後
二
箇
月
以
内
に
掛
金
を
納
付
し
な
か
つ
た
と
き
。

三
　
共
済
契
約
者
が
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
職
員
に
つ
き
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
規

定
に
よ
る
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

３
　
機
構
は
、
共
済
契
約
者
が
第
二
十
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
、
又
は
共
済
契
約

者
の
代
表
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
当
該
共
済
契
約
者
の
業
務
に
関
し
て
、
同

条
第
三
号
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
共
済
契
約
者
は
、
す
べ
て
の
被
共
済
職
員
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５
　
共
済
契
約
者
は
、
そ
の
経
営
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
の
業
務
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
被

共
済
職
員
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
の
う
ち
当
該
同
意
を
得
た
被
共
済
職
員
に
関
す
る

部
分
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
は
、
将
来
に
向
つ
て
の
み
効
力
を
生
ず
る
。

７
　
機
構
は
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
契
約
に
係
る

被
共
済
職
員
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
退
職
手
当
金

（
退
職
手
当
金
の
支
給
）

第
七
条
　
機
構
は
、
被
共
済
職
員
が
退
職
（
被
共
済
職
員
が
前
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
以
外
の
理
由
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
る
こ
と

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
（
退
職
が
死
亡
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
遺
族
）
に

対
し
、
退
職
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
に
満
た
な
い
で
退

職
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
金
額
）

第
八
条
　
退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
一
年
以
上
十
年
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、

政
令
で
定
め
る
八
千
円
を
下
ら
な
い
額
に
そ
の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
六
十

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
八
十

二
　
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
八
十
八

３
　
退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
十
六
年
以
上
十
九
年
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
九
十

二
　
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
九
十
九

三
　
十
六
年
以
上
十
九
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
四
十
四

４
　
退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

二
　
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
十

三
　
十
六
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十

四
　
二
十
一
年
以
上
二
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
二
百

五
　
二
十
六
年
以
上
三
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十

六
　
三
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二
十

第
九
条
　
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
又

は
業
務
上
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
一
年
以
上
十
九
年
以
下
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

二
　
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
十

三
　
十
六
年
以
上
十
九
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十

第
九
条
の
二
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
金
の
額
が
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で

定
め
る
額
に
六
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額

を
そ
の
者
の
退
職
手
当
金
の
額
と
す
る
。

（
遺
族
の
範
囲
及
び
順
位
）

第
十
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
遺
族
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
被
共
済
職
員
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ

た
者
を
含
む
。
）

二
　
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
被
共
済
職
員
の
死
亡
の
当
時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生

計
を
維
持
し
て
い
た
も
の

三
　
前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
被
共
済
職
員
の
死
亡
の
当
時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て

い
た
親
族

四
　
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
第
二
号
に
該
当
し
な
い
も
の

２
　
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
遺
族
の
順
位
は
、
前
項
各
号
の
順
序
に
よ
り
、
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
順
序
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
父
母
に
つ
い
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て
は
養
父
母
、
実
父
母
の
順
序
に
よ
り
、
祖
父
母
に
つ
い
て
は
養
父
母
の
養
父
母
、
養
父
母
の
実
父
母
、
実
父
母

の
養
父
母
、
実
父
母
の
実
父
母
の
順
序
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
の
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
退
職
手

当
金
は
、
そ
の
人
数
に
よ
つ
て
等
分
し
て
支
給
す
る
。

（
被
共
済
職
員
期
間
の
計
算
）

第
十
一
条
　
被
共
済
職
員
期
間
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
月
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
が
被
共
済
職
員
と
な
つ
た

日
の
属
す
る
月
か
ら
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
を
こ
れ
に
算
入
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た

日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
の
う
ち
に
、
そ
の
者
が
当
該
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
業
務
に
従
事
し
た
日
数
が
十

日
以
下
で
あ
る
月
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
月
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
共
済
職
員
期
間
に
算
入
し
な

い
。

３
　
被
共
済
職
員
が
業
務
上
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
に
当
該
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
業
務
に

従
事
し
な
か
つ
た
期
間
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
休
業
に
よ
り
当
該
業
務
に
従
事
し
な
か
つ

た
期
間
並
び
に
女
子
で
あ
る
被
共
済
職
員
が
出
産
前
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
週
間
）
及

び
出
産
後
八
週
間
に
お
い
て
当
該
業
務
に
従
事
し
な
か
つ
た
期
間
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

被
共
済
職
員
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
被
共
済
職
員
が
次
に
掲
げ
る
休
業
に
よ
り
当
該
共
済
契
約
対
象
施
設
等
の
業
務
に
従
事
し
な
か
つ
た
場
合
に

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
業
務
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間
の
月
数
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
月
数
は
、
被
共
済
職
員
期
間
に

算
入
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
業
務
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
当
該
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属

す
る
月
が
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
被
共
済
職
員
期
間
に
算
入
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
月
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
　
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
育
児
休
業
（
同
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
事
業
所
の
労
働
者
に
係
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に
相
当
す
る
休
業
を
含
む
。
）

二
　
旧
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
女
子
教
育
職
員
及
び
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
の
育
児

休
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に
相
当
す
る
休
業

５
　
被
共
済
職
員
が
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
に
さ
ら
に
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
月
が
そ
の
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
支
給
さ
れ
る
退
職
手
当
金
の
計
算
の
基
礎
と
な

つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
月
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
後
の
期
間
に
係

る
被
共
済
職
員
期
間
に
算
入
し
な
い
。

６
　
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
が
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
退
職
手
当
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
に
さ
ら
に
被
共
済
職

員
と
な
り
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
は
、
そ
の
間
引
き
続
き
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
が
、
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
こ
え
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
さ
ら
に
被
共
済
職
員
と
な
り
、
引
き
続
き
一

年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
後
の
各
期
間
に
つ
き
前
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
被
共
済
職

員
期
間
を
合
算
す
る
。

７
　
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
共
済
契
約
者
の
経
営
す
る
共
済
契
約
対
象
施

設
等
以
外
の
施
設
又
は
事
業
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
理
由
と
し
て
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
以
内
に
、
退
職
手
当
金
を
請
求
し
な
い
で
再
び
当
該
共
済
契
約
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
と
き

は
、
前
後
の
各
期
間
に
つ
き
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
被
共
済
職
員
期
間
を
合
算
す

る
。

８
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
が
退
職
し
た
場
合
（
第
十
三

条
第
一
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
、

退
職
手
当
金
を
請
求
し
な
い
で
再
び
被
共
済
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
機
構
に
申
し
出
た
と
き
は
、
前
後

の
各
期
間
に
つ
き
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
被
共
済
職
員
期
間
を
合
算
す
る
。

９
　
被
共
済
職
員
期
間
（
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
被
共
済
職
員
期
間
を
合
算
す
べ
き
場
合
に
は
、
合
算
後

の
被
共
済
職
員
期
間
）
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

（
支
払
の
差
止
め
）

第
十
二
条
　
機
構
は
、
退
職
し
た
被
共
済
職
員
を
そ
の
退
職
時
ま
で
使
用
し
て
い
た
共
済
契
約
者
が
、
当
該
退
職
の

日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
掛
金
を
納
付

す
る
ま
で
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
金
の
支
払
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
給
の
制
限
）

第
十
三
条
　
機
構
は
、
被
共
済
職
員
が
自
己
の
犯
罪
行
為
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
べ
き
重
大
な
非
行
に
よ
り
退
職
し
た

と
き
は
、
退
職
手
当
金
を
支
給
し
な
い
。

２
　
機
構
は
、
被
共
済
職
員
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
者
に
は
、
退
職
手
当
金
を
支
給
し
な
い
。
被
共
済
職
員
の
死
亡

前
に
、
そ
の
者
の
死
亡
に
よ
つ
て
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
者
に
も
、
同
様

と
す
る
。

（
譲
渡
等
の
禁
止
）

第
十
四
条
　
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
国
税
滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。
）
に
よ
り
差
し
押
え
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
四
章
　
掛
金

（
掛
金
の
納
付
）

第
十
五
条
　
共
済
契
約
者
は
、
毎
事
業
年
度
、
機
構
に
掛
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
掛
金
は
、
退
職
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
掛

金
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
。

一
　
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
（
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
掛
金

二
　
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
（
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
掛
金

三
　
申
出
施
設
等
職
員
に
係
る
掛
金

３
　
前
項
に
規
定
す
る
掛
金
の
額
は
、
退
職
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
、
被
共
済
職
員
の
見
込
数
等

に
照
ら
し
、
お
お
む
ね
五
年
を
通
じ
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
付
期
限
）

第
十
六
条
　
毎
事
業
年
度
に
納
付
す
べ
き
掛
金
の
納
付
期
限
は
、
当
該
事
業
年
度
の
五
月
三
十
一
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
新
た
に
退
職
手
当
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
申
込
み
の
日
又
は
そ
の
承
諾
の
日

が
属
す
る
事
業
年
度
分
の
掛
金
に
あ
つ
て
は
、
機
構
が
当
該
契
約
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
箇

月
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

２
　
機
構
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
掛
金
の
納
付
義
務
者
が
掛
金
を
そ
の
納
付
期
限
ま
で
に
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
納
付
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
割
増
金
）

第
十
七
条
　
機
構
は
、
掛
金
の
納
付
義
務
者
が
掛
金
を
そ
の
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
納

付
義
務
者
に
対
し
、
割
増
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
割
増
金
の
額
は
、
掛
金
の
額
に
つ
き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
の

前
日
ま
で
の
日
数
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
章
　
国
及
び
都
道
府
県
の
補
助

（
国
の
補
助
）

第
十
八
条
　
国
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
被
共
済
職
員
の
う
ち
社
会
福
祉
施
設
等

職
員
で
あ
る
も
の
及
び
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
で
あ
る
も
の
（
次
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
退
職
手
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当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
「
補
助
金
算
定
対

象
額
」
と
い
う
。
）
の
三
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
業
務
に
相
当
程
度
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
障
害
児
入
所
施
設
の
業
務
（
同
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
児
童
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す

る
こ
と
を
要
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（
都
道
府
県
の
補
助
）

第
十
九
条
　
都
道
府
県
は
、
毎
年
度
、
当
該
都
道
府
県
の
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
補
助
金
算
定

対
象
額
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
　
雑
則

（
時
効
）

第
二
十
条
　
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
及
び
掛
金
を
請
求
し
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ

ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。

（
届
出
）

第
二
十
一
条
　
共
済
契
約
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
共
済
職
員
の
異
動
、
業
務
に
従
事

し
た
日
数
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
作
成
及
び
保
存
）

第
二
十
二
条
　
共
済
契
約
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
被
共
済
職
員
ご
と
に
、
従
業
の
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
共
済
契
約
者
は
、
前
項
の
記
録
を
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
）

第
二
十
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
経

営
者
の
経
営
す
る
共
済
契
約
対
象
施
設
等
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
所
又
は
経
営
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
つ

て
、
被
共
済
職
員
若
し
く
は
掛
金
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
関
係
人
に
質
問
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す

る
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
質
問
及
び
検
査
を
行
な
う
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か

つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
原
簿
）

第
二
十
四
条
　
機
構
は
、
被
共
済
職
員
に
関
す
る
原
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
被
共
済
職
員
の
氏
名
、
被
共
済
職
員
期
間

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
被
共
済
職
員
又
は
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
い
つ
で
も
前
項

の
原
簿
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
あ
つ
せ
ん
）

第
二
十
五
条
　
退
職
手
当
共
済
契
約
の
成
立
若
し
く
は
そ
の
解
除
の
効
力
又
は
掛
金
に
関
し
て
、
機
構
と
契
約
の
申

込
者
又
は
共
済
契
約
者
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
申
込
者
又
は
共
済
契
約
者
か
ら
請
求

が
あ
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
あ
つ
せ
ん
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
被
共
済
職
員
期
間
又
は
退
職
手
当
金
に
関
し
て
、
機
構
と
被
共
済
職
員
又
は
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
若
し
く

は
そ
の
遺
族
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
共
済
職
員
又
は
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は

そ
の
遺
族
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
の
請
求
の
手
続
そ
の
他
あ
つ
せ
ん
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
。

（
戸
籍
事
項
の
無
料
証
明
）

第
二
十
六
条
　
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。
）
は
、
機
構

又
は
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
共
済
職
員
、
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
又
は
退
職
手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
者
の
戸
籍
に
関
し
、
無
料
で
証
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
六
条
の
二
　
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地

方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条
の
三
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令

で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則

に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
施
命
令
）

第
二
十
七
条
　
こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ

の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
細
則
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
罰
則
）

第
二
十
八
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
二
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

二
　
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
録
を
作
成
し
、
又
は

同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三
　
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を

し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

第
二
十
九
条
　
法
人
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
の
業
務
に
関
し
て
前
条
の
違

反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
も
、
同
条
の
刑
を
科
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
章
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
設
又
は
事
業
の
転
換
を
行
う
場
合
の
特
例
）

２
　
共
済
契
約
者
が
、
そ
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
を
特
定
介
護
保
険
施
設
等
、
申
出

施
設
等
そ
の
他
の
施
設
又
は
事
業
へ
転
換
す
る
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
こ
の
法
律
の

規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
退
職
手
当
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
当
分
の
間
、
退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
四
十
三
年
以
上
で
あ
る
場
合
の
被
共
済
職
員
期
間
は
三
十
五

年
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職
し
た
者
の
退
職
手
当
金
の
額
は
、
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に

区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
五
十

二
　
十
一
年
以
上
二
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六
十
五

三
　
二
十
六
年
以
上
三
十
四
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
八
十

四
　
三
十
五
年
目
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
百
五

４
　
当
分
の
間
、
退
職
手
当
金
の
額
は
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百

分
の
八
十
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５
　
当
分
の
間
、
第
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
二
条
並
び

に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
一
一
日
法
律
第
一
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
は
、
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こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
を
経
過
し
た
日
後
に
そ
の
期
日
が
公
示
さ
れ
、
又
は
告
示
さ
れ
る

選
挙
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
法
律
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
法
律
第
一
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
日
法
律
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
法
律
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
一
一
日
法
律
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
一
六
日
法
律
第
六
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
八
月
七
日
法
律
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
八
月
一
四
日
法
律
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
日
法
律
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
出
産
後
六
週
間
を
経
過
す
る
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
前
で
あ
る
女
子
で
あ
る
被
共
済
職
員
に
つ
い
て

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
出
産
後
社
会
福
祉
施
設
の
業
務
に
従
事
す
る
に
至
つ
た
女
子
で
あ
る
被
共
済
職
員
で
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
出
産
後
六
週
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

社
会
福
祉
施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
一
二
日
法
律
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
一
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
四
ま
で
　
略

五
　
第
十
四
条
の
規
定
、
第
十
五
条
の
規
定
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
十
九
条
の
二
の
改

正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
六
条
の
規
定
、
第
十
七
条
の
規
定
（
児
童
福

祉
法
第
二
十
条
第
四
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
八
条
、
第
十
九

条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で

の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
二
九
日
法
律
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
四
日
法
律
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
六
日
法
律
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定

に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施

設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
九
日
法
律
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五

条
、
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
の

規
定
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
一
日
法
律
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
法
律
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
女
子
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に

関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
前
の
見
出
し
の
改
正
規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
（
「
事
業
主
は
」
の
下
に
「
、
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
を
「
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
七
条

の
改
正
規
定
（
「
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
部

分
及
び
同
条
に
二
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
十
二
条
第
二
項
」

を
「
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
、
「
第
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、

第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
第
十
四
条
及
び
」
を
「
第
十
四
条
、
第
二
十
六
条
及
び
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の

改
正
規
定
（
「
十
週
間
」
を
「
十
四
週
間
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
中
労
働
省
設
置
法
第
五
条
第

四
十
一
号
の
改
正
規
定
（
「
が
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
」
を
「
に
対
す
る
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
四
条
中
運
輸
省

設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
二
の
三
の
改
正
規
定
（
「
講

ず
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
」
を
「
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
等
」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。
）
　
平
成
十
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第
一
二
四
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
介
護
保
険
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
八
日
法
律
第
一
一
〇
号
）

5



こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
条
の
次
に
五
条
、
節
名
並
び
に
二
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規
定

（
同
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
一
項
に
係
る
部
分
（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）
、
第
四
十
条
中
自
然
公
園
法
附
則
第
九
項
及
び
第
十
項
の
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
十
項
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定
（
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

並
び
に
第
四
百
七
十
二
条
の
規
定
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条

の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
、

第
六
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
七
条
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
国
等
の
事
務
）

第
百
五
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
前

に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
管
理
し
又
は
執
行
す
る
国
、
他
の

地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
（
附
則
第
百
六
十
一
条
に
お
い
て
「
国
等
の
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
地
方
公
共
団
体
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務

と
し
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
一
条
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
国
等
の
事
務
に
係
る
処
分
で
あ
っ
て
、
当
該
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）
に
施
行
日
前
に
行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
す
る
上
級
行
政
庁
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
上
級
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て

は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
該
処
分
庁
に
引
き
続
き
上
級
行
政
庁
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
行
政
不
服

審
査
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
は
、

施
行
日
前
に
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
で
あ
っ
た
行
政
庁
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
が
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項

第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
六
十
四
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関

す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
二
百
五
十
条
　
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
は
、
で
き

る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
新
地
方
自
治
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及
び
新

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
適

宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
五
十
一
条
　
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
国

と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
の
方
途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推
移
等

を
勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
法
律
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
中
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
五
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
（
社

会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「
社
会
福
祉
事
業
法
」
を
「
社

会
福
祉
法
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
項
第
五
号
の
改
正
規
定
（
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
六
十
二

条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
附

則
第
九
条
、
第
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
九

条
中
国
有
財
産
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
を
同
号
ハ
と

し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成
十
三
年
四
月
一
日

（
検
討
）

第
二
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
以
下
こ
の
条
か
ら

附
則
第
二
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者
（
附
則
第
一

条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
社

会
福
祉
法
人
以
外
の
も
の
及
び
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
旧
法
の
規
定
に
よ
っ
て
退
職
手
当
共
済
契
約
の

申
込
み
を
し
た
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
者
（
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
の
締
結
を
拒
絶
さ
れ
た
者
及
び
当
該
退
職

手
当
共
済
契
約
を
解
除
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施

設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
二
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
営
者
と
み
な
し
て
、
新
法
の
規
定
（
新
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
施
設
等
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
六
条
第
三
項
中
「
共
済
契
約
者
の
代
表
者
」

と
あ
る
の
は
「
共
済
契
約
者
（
共
済
契
約
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者
を
含
む
。
）
」
と
、
新
法

第
二
十
九
条
中
「
、
代
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
」
と
、
「
そ
の
法
人
」
と
あ
る

の
は
「
そ
の
法
人
又
は
人
」
と
す
る
。

２
　
旧
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者
で
あ
っ
て
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
も
の
に
使
用
さ
れ
る
同
条
第

七
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
（
以
下
「
旧
被
共
済
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
は
、
新
法
第
二
十
四
条
第

二
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
被
共
済
職
員
で
あ
っ
た
者
と
み
な

し
、
そ
の
者
が
旧
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
旧
法
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
旧
被
共
済
職
員
で
な
く
な
っ
た
者
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
新
法
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
旧
被
共
済
職
員
で
あ
っ

た
期
間
に
つ
い
て
被
共
済
職
員
で
あ
っ
た
者
と
み
な
し
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
日
は
、
そ
の

者
が
被
共
済
職
員
で
な
く
な
っ
た
日
と
み
な
す
。

第
二
十
四
条
　
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
旧
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約

の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
五
条
　
新
法
第
八
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第

一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
が
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
旧
法
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
金
の
額

6



が
、
新
法
第
八
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
条
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
退
職
手
当
金
の
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者

に
支
給
す
べ
き
退
職
手
当
金
の
額
と
す
る
。

一
　
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
旧
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員

で
あ
っ
た
者
が
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
退
職
し
た
場
合

二
　
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
旧
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
で
な

く
な
っ
た
者
で
同
日
以
後
に
さ
ら
に
新
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
と
な
っ
た
も
の
が
、
同
日

以
後
に
退
職
し
、
か
つ
、
新
法
第
十
一
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
日
前
の
被
共
済
職
員
期
間
と

同
日
以
後
の
被
共
済
職
員
期
間
と
が
合
算
さ
れ
る
場
合

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
九
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措

置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か

ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の

規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福

祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
法
律
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
二
九
日
法
律
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
、
第
五
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
十
五
条
、

第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
九
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
検
討
）

第
二
条
　
政
府
は
、
介
護
保
険
制
度
の
被
保
険
者
及
び
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
、
社
会
保
障

に
関
す
る
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
一
体
的
な
見
直
し
と
併
せ
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
平
成
二

十
一
年
度
を
目
途
と
し
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
、
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
老
人
居
宅

介
護
等
事
業
若
し
く
は
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
又
は
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法

第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退

職
手
当
共
済
法
（
以
下
「
旧
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
施
設
若
し
く
は
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
以
下
「
新
共

済
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
（
以
下
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
」
と

い
う
。
）
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

２
　
施
行
日
前
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
を
経
営
し
て
い
た
旧
共
済
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者

（
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

一
号
。
以
下
「
社
会
福
祉
事
業
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

者
を
含
む
。
）
が
、
施
行
日
前
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以

下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
た
と
き
は
、
施
行
日
以
後
新
た
に
当
該
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
及
び

新
共
済
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
で
な
い
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
介
護
保
険
施
設
等
を
経
営
し
て
い
る
新
共
済
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
経
営
者
が
、
施
行
日
前
に
旧
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
は
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
申
し
出
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
旧
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み

そ
の
他
の
手
続
は
、
新
共
済
法
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
五
条
　
新
共
済
法
第
八
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職

（
新
共
済
法
第
七
条
に
規
定
す
る
退
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
退
職
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
が
施
行
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と

同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
旧
共
済
法
第
八
条
か
ら
第

九
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
条
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
社
会
福
祉
事
業
法
等
改
正
法
附
則
第
二

十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
金
の
額
が
、
新
共
済
法
第
八
条
か
ら
第
九
条
の

二
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
金
の
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
退
職
手
当
金
の
額
と
す
る
。

一
　
施
行
日
の
前
日
に
旧
共
済
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
（
社
会
福
祉
事
業
法
等
改
正
法
附
則

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
号
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
場
合

二
　
施
行
日
前
に
旧
共
済
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
で
な
く
な
っ
た
者
で
施
行
日
以
後
に
さ
ら

に
新
共
済
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
と
な
っ
た
も
の
が
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
、
か

つ
、
新
共
済
法
第
十
一
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
前
の
被
共
済
職
員
期
間
と
施
行
日
以
後

の
被
共
済
職
員
期
間
と
が
合
算
さ
れ
る
場
合

第
二
十
六
条
　
施
行
日
の
前
日
に
旧
共
済
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
、
施
行

日
以
後
に
お
い
て
新
共
済
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
で
あ
る
も
の
（
同
条
第
十

項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者
（
社
会
福
祉
事
業
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
継
続
し
て
使
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
共
済
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
と
み
な
し
て
、
新
共
済
法
第
十
五
条
、
第
十
八
条
及
び
第
十

九
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
七
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
介
護
保
険
施
設
等
を
経
営
し
て
い
る
新
共
済
法
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
共
済
契
約
者
が
、
当
該
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
介
護
保
険
施
設
等
の
業
務
に
常

時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
後
に
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
と
な
っ
た

も
の
の
す
べ
て
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
新
共
済
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
退
職
手
当
共

済
契
約
の
う
ち
当
該
同
意
を
得
た
被
共
済
職
員
に
関
す
る
部
分
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
は
、
新
共
済
法
第
六
条
第
六
項
、
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第

六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
共
済
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
と
み

な
す
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
十
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
十
六
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
七
日
法
律
第
一
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
二
十
四
条
、
第
四
十
四
条
、
第
百
一
条
、
第
百
三
条
、
第
百
十
六
条
か
ら
第
百
十
八
条
ま
で
及
び
第

百
二
十
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
五
条
第
一
項
（
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
及
び
共
同
生
活
援
助
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
九
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
十
七
項
及
び
第
十
九
項
か

ら
第
二
十
二
項
ま
で
、
第
二
章
第
一
節
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特

定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
療
養
介
護
医
療
費
、
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四

条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
四
項
（
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
二
条
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
（
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び

第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
相
談
支
援
事

業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
一
条
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び

指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十

四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
（
療
養
介
護
医
療
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

二
章
第
四
節
、
第
三
章
、
第
四
章
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
章
、
第
九
十
二

条
第
一
号
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
及
び
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の

支
給
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
（
療
養
介
護
医
療
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
九
十
三
条
第
二
号
、
第
九
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
第
九
十
二
条

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
（
第
九
十
二
条
第
二
号
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
九
十
六
条
、
第
百
十
条
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障

害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
療
養
介
護
医
療
費
、
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び

補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条
（
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
十
四
条
並
び
に
第

百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害

者
特
別
給
付
費
、
療
養
介
護
医
療
費
、
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
附
則
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、

第
三
十
五
条
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第

五
十
二
条
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
条

ま
で
、
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
五
条
か

ら
第
九
十
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条

ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
八
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
　
平
成

十
八
年
十
月
一
日

三
　
附
則
第
六
十
三
条
、
第
六
十
六
条
、
第
九
十
七
条
及
び
第
百
十
一
条
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
十
七
条
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成

立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
児
童
居
宅
介
護
等
事
業
、
附
則
第
三

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
身

体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
身
体
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
又
は
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う

ち
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
若
し
く
は
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第

七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。
）
の
う
ち
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
外
出
介
護
又

は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

２
　
施
行
日
前
に
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に

よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
相
当
の

規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
十
八
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当

共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
う
ち
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
若
し
く
は
身
体
障
害
者
授

産
施
設
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施

設
の
う
ち
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
若
し
く
は
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
は
、
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更

生
援
護
施
設
又
は
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

２
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ

れ
た
事
業
を
含
む
。
）
の
う
ち
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
外
出
介
護
又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
は
、
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
居

宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
又
は
移
動
支
援

事
業
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

３
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉

施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
二
十
一
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
二
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
三
日
法
律
第
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
法
律
第
七
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
第
二
条
の
規
定
（
障
害
者
自
立
支
援
法
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
条
第
一

項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
章
第
二

節
第
三
款
中
第
三
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法

第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
十
七
条
第
三
項
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
の
改
正

規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
条
の
規
定
（
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び

第
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
五
条

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、

第
五
十
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
七

十
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
旧
児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
認
可
を
得
た
旧
児
童
福
祉
法
に

規
定
す
る
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
又
は
重
症
心

身
障
害
児
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
認
可
を
得
た
新
児
童
福
祉

法
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
又
は
新
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ

た
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

２
　
施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た

退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職

手
当
共
済
法
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日
法
律
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
調
整
規
定
）

第
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前

条
の
う
ち
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で

の
間
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三

号
の
改
正
規
定
中
「
第
七
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
四
条
」
と
、
同
法
附
則
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

中
「
第
七
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
四
条
」
と
、
「
第
七
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
」
と
、

「
第
七
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
六
条
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
法
律
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
並
び
に
附
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
六

条
ま
で
及
び
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
　
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
平
成
二
十
六
年
改
正
前
障
害
者
総
合
支
援
法
第

七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
改
正
前
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
項

に
規
定
す
る
共
同
生
活
介
護
を
行
う
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
六
年
改
正
後
障
害
者
総
合
支

援
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
改
正
後
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条

第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
二
二
日
法
律
第
六
七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
五
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第

三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
、

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
　
平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
障
害
児
通
所
支
援
事
業
、
同
法
第
三
十
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
障
害
児
入
所
施
設
、
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
さ
れ
た
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
、
行
動
援
護
、
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、

自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
若
し
く
は
移
動
支
援
事
業

（
以
下
「
障
害
者
支
援
施
設
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
以
下
「
新
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
介
護
保
険
施
設
等
（
以
下
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

２
　
第
二
号
施
行
日
前
に
障
害
者
支
援
施
設
等
を
経
営
し
て
い
た
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
二
条

第
十
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者
（
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
一
号
。
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
法
等
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
含
む
。
以
下
「
共
済
契
約
者
」
と

い
う
。
）
が
、
第
二
号
施
行
日
前
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
次

条
及
び
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
た
と
き
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後

新
た
に
当
該
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
（
当
該
障
害
者
支
援
施
設
等
に
限
る
。
）

の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
と
な
る
者
（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
二
条
第
六

項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
及
び
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当

共
済
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
被
共
済
職
員
で
な
い
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
特
定
介
護
保
険
施
設
等
（
障
害
者
支
援
施
設

等
に
限
る
。
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
し
て
い
る
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共

済
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
営
者
が
、
第
二
号
施
行
日
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉

施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
以
下
「
旧
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約

の
申
込
み
は
、
新
共
済
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
申
し
出
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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第
二
十
八
条
　
新
共
済
法
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
退
職
（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
七
条
に
規
定
す
る
退
職

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
退
職
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
が
第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
当
該
退
職
を
し

た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
旧
共
済
法
第

八
条
及
び
第
九
条
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
九
条
の
二
、
旧
共
済
法
第
十
一
条
並
び
に
介
護

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
附
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
金
の
額
が
、
新
共
済
法
第
八
条
及
び
第
九
条
、
新
共
済
法
附
則
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
九
条
の
二
並
び
に
新
共
済
法
第
十

一
条
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
金
の
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
退
職
手
当
金
の
額
と
す
る
。

一
　
第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
共
済

職
員
（
社
会
福
祉
事
業
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
契
約
者
に
使
用

さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
被
共
済
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
が
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
退
職
を
し

た
場
合

二
　
第
二
号
施
行
日
前
に
被
共
済
職
員
で
な
く
な
っ
た
者
で
第
二
号
施
行
日
以
後
に
さ
ら
に
被
共
済
職
員
と
な
っ

た
も
の
が
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
退
職
を
し
、
か
つ
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
十
一
条

第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
号
施
行
日
前
の
被
共
済
職
員
期
間
と
第
二
号
施
行
日
以
後
の
被
共
済

職
員
期
間
と
が
合
算
さ
れ
る
場
合

第
二
十
九
条
　
第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
被
共
済
職
員
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
お
い
て
社
会

福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
で
あ
る
も
の
（
共

済
契
約
者
に
継
続
し
て
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す

る
障
害
者
支
援
施
設
等
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
と
み
な
し
て
、
同
法
第
十
五
条
、
新
共
済
法
第
十
八
条
及
び
社
会
福

祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
十
九
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
十
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
特
定
介
護
保
険
施
設
等
を
経
営
し
て
い
る
共
済

契
約
者
が
、
当
該
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
介
護
保
険
施
設
等
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ

と
を
要
す
る
者
で
あ
っ
て
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
被
共
済
職
員
と
な
っ
た
も
の
の
全
て
の
同
意
を
得
た
と
き

は
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
退
職
手
当
共
済
契

約
の
う
ち
当
該
同
意
を
得
た
被
共
済
職
員
に
関
す
る
部
分
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解
除
は
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
六
条
第
六

項
、
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

当
共
済
契
約
の
解
除
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
三
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
四
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
三
十
五
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
改
正
後
の
各
法

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
政
府
は
、
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
制
度
に
関
し
、
総
合
的
な
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
の
実
施
の
状
況
を
勘
案
し
、
機
構
に
対
す
る
国
の
財
政
措
置
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
保
育
所
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
に
係
る

退
職
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
日
法
律
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
日
法
律
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
日
法
律
第
四
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
民
法
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
条
の
二
、
第
百
三
条
の
三
、
第

二
百
六
十
七
条
の
二
、
第
二
百
六
十
七
条
の
三
及
び
第
三
百
六
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
八
日
法
律
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
中
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第

一
条
の
改
正
規
定
及
び
精
神
保
健
福
祉
法
第
五
条
の
改
正
規
定
（
「
、
精
神
病
質
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並

び
に
附
則
第
三
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
及
び
三
　
略

四
　
第
三
条
の
規
定
、
第
六
条
の
規
定
、
第
八
条
中
精
神
保
健
福
祉
法
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
十
条
の

規
定
、
第
十
三
条
の
規
定
（
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
十
五
条
中
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
二
条
の
改
正
規
定
（
「
第
五
条
第
十
八
項
」
を

「
第
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三

十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
三
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

10


